
Ⅴ 積極的疫学調査ガイドライン  

1総論  

（1）積極的疫学調査の原則   

ア 実施主体   

t 感染源を問わず、都道府県及び保健所を設置する市又は特別区（以下、r都道  

府県等」という。）の衛生部局及び保健所はインフルエンザ（H5Nl）の患者（疑   

似症患者を含む）の積極的疫学調査を主体的に実施する（「感染症の予防及び   

感染症の患者に対する医動こ関する法律」【以下「感染症沫」という。）の第15   

条第1項に基づく）。  

・厚生労働省は都道府県等の要請があった場合には積極的に支援する。国立   

感染症研究所は必要に応じて当該都道府偏専と連携・協力する。（感染症法貰   

15粂算6項に基づく）  

イ調査対象  

・インフルエンザ（H5Nl）にを発症した患者（疑似症患者を含む）およぴその接  

触者  

り 人権への配慮   

■ 調査にあたって、被調査者に対して積極的疫学調査の説明を十分に行い（感   

染症法に基づく調査の必要性、移送、入院勧告、就業制限、経過観察、捧触看   

官理、さらに情報公開（報道等）の可能性専）、人権に配慮した対応を行う  

積極的疫学調査ガイドライン  

エ情報の透明性確保と国際連携  

・新型インフルエンザ対策が、一国の間増でなく国際的な課題であること、ヒトヒ  

トの感染拡大が思念されるときには、都道府県等は、情報が確定する以前から、   

国等と情報共有を図るべきである。さらに、国はWHO等と迅速な情報共有・連   

携を行う。  

（2〉調査の目的   

本調査の目的は、医療機朋、サーベイランス等の様々な情報源で見つけられ   

たインフルエンザ（H5Nl）に発症した患者（疑似症患者を含む）およぴその接触者   
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について、すみやかに積極的疫学調査（必要な検査を含む）を行い、国内での感  

染拡大をコントロールするために必要な情報を提示する事である。   

具体的には、患者（疑似症患者を含む）を探知すると同時に接触者（感染のリス  

クのある看）を迅速に把握し、必要に応じて適切かつ十分な情報提供および接触  

者の健康管理を行い、加えて不安の解消に努めるとともに、可能な限り速やかに  

感染拡大防止甲ために必要となるデータおよび情報の蓄積・分析・共有を図る。   

以下にその詳細を示す。  

ア アウトブレイク全体像を把握：  

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）における発症者数、重症   

患者数∴樟他者数等の確認、患者の症状・転帰の確臥その他「時」「場所」   

「人」に関係する疫学情報の収集と分析を実施すること。  

イ 感染源・感染経路・感染危険因子の特定＝  

積極的疫学鵠査結果に基づき、アウトブレイクの発生原因、感染伝播効率お   

よぴリスクの評価を行うこと。  

ウ インフルエンザ（H5Nり患者（疑似症患者を含む）の発生に関連した情報の迅  

速な収集と還元：  

調査等によって得られた情報を分析し、その情報を必要とするところへ迅速に   

情報の提供を行うこと。   

エ 対策の評価：  

抗インフルエンザ薬の有効性や、その他の公衆衛生的介入策の効果につい   

て評価する。  

（3）調査の内容   

本疫学調査は、集団全体を一つの単位とした症例調査と接触者の調査であり、  

感染源、感染経路と伝播効率の評価を明らかにすることが重要な検討項目であ   

る。  

ア症例調査  

（ア）  症例基本・臨床調査  

症例に対して、疫学情報や臨床情報などに関して直接情報収集を行うもの  

であり、臨床部門、検査部門との調整により、検体検査も迅速に行う。  

（イ）   症例行動調査  

症例行動調査の目的とは、主に症例の行動に関する詳細閥情報の把塩と  

接触者のリストアップである。  

（ウ）症例さかのぼり調査  

症例調査により、当該患者が国内感染、あるいはヒトからヒトヘの伝措の  

可能性が高い場合には、感染源の特定を目的として症例さかのぼり調査を  

実施。  

（エ）感染源調査  

症例の感染源が、鳥か、ヒトか、また、国内の感染か国外における感染か  

を特定する。国外における感染が考えられる場合は国際機関や当該国等と  

速やかな情報交換を図る。  

イ 接触者調査  

症例の接触者に対する調査であり、以下の様に段階を経て行われていくもの  

である。  

（ア） 接触者の定義  

（イ） 接触者のリスト作成  

（ウ）接触者状況確認調査  

（エ）接触者に対する初回面接または電話調査および保健指導  

（オ）追跡調査  

（力） 接触者追跡の中止  

ただし、ヒトヒト感染の可能性が疑われる場合には、早期封じ込めの  

アセスメント及び実施判断のため、不特定多数の接触者（交通機儲におけ  

る接触者など）を含めた接触者数の規模や分布範囲などを迅速に把握す  

る必要がある。  

り積極的症例探査（Act；vecase市ndings）  

状況に応じて、周辺部道府県等から全国レベルにおいて、類似症例の強  

化サーベイランスが必要になることもある。  

（4）平常時における積極的疫学調査の準備  

平常時における積極的疫学調査の準備としては、事前に調査チームメンバー  
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の設定、′くックアップ体制の整備、調査の際の物品、用具、特に二次感染防止の  

ためのマスク、ゴーグル、防護衣などの個人防護具（p餅＄Onalprot8¢tiv8  

equipment．PPE）のを用意する。   

疫学調査員とは、都道府県等担当課、保健所が中心となり、あらかじめ想定さ  

れる事態に対して、緊急に集合して対応できるように、複数チーム設定しておくこ  

とが望ましい。なお、調査対応には多大な精神面の疲労および肉体的疲労が考  

えられることから、人見の交代等の支援についてもあらかじめ計画に組み込むこ  

とが望ましい。  

ア 疫学調査専従者の決定  

平常時において、インフルエンザ（H5日l）事例について積極的疫学調査に専   

従するスタッフ（以降疫学調査員）を決定しておく。  

イ 疫学調査長の人数と構成  

疫学調査員数は、接触者調査を迅速に実施することを考慮すると、比較的   

短時間内に数十名の接触者に対して訪問・面接が可能であるように設定する。   

疫学調査員の構成の中心は公衆衛生専門職者（医師、保健師、食品衛生監   

視員等）であるが、発生の規模が大きくなることも想定し、状況に応じて他の保   

健所あるいは他の地方自治体との相互協力体制を構築する。  

り二次感染防止のための物品の準備と確認  

平常時において、疫学調査員への二次感染を防止するために必要なマスク、   

手袋、防護衣、携帯用消毒アルコール等が必要数常備しておく。  

エ 疫学調査員への研修  

予定される疫学調査は、原則的に疫学調査および感染予防の技術に精通   

している暑が中心となって行われるべきである。しかし、主として接触者覗査に   

当たる可能性が高い保健師等においても、有症者と直接対面しなければなら   

ない機会が生じる可能性は否走できないことから、感染防御に関する技術を   

実行出来るように標準予防策、飛沫感染予防策、空気感染予防策についての   

トレーニングを行い、さらに新型（鳥）インフルエンザを想定した感染防御研修   

等をしておく。都道府県、政令市、中核市単位では、核となる疫学調査担当者  

の日常からの確保、教育（実地疫学、感染防御等）が必要である。また、適切  

な装備および感染予防技術となるように、適宜、専門家の意見を仰ぐことが望  

ましい。  

オ患者、接触者及びその関係者に対する説明に対する準備  

患者、接触者及びその関係者等の調査対象者に対しては、日的等に関する  

充分な説明を行った上で調査を実行する。その際、感染症法に基づく調査の  

必要性や、移送、入院勧告、就業制限、経過観察、接触者管理などについて、  

その必要性を説明する際の資料あるいは、同意書等についても準備しておく。  

力情報共有体制とメカニズムの整備  

調査の開始時、タイムリーに進行状況などを都道府県等および関係機関で  

共有するため、連絡網の作成、電子メールのメーリングリストを通じた情報共  

有体制、可能であれば、電話会議システム等の体制についても準備する，  

また、周辺都道府県等、あるいはより広い範囲、あるいは全国レベルで、積  

極的症例探査が必要になることもあるので都道府県等衛生部局との情報交換  

を頻繁に行う。  

キ 検査機関あるいは医療機瀾との連携体制の確保  

調査が始まれば、大王の感染を疑わせる例が探知される可能性があり、中  

心として対応できる検査体制を確保するとともに、患者を収容、診察を行う医  

療機関を段階的に確保しておく。またインフルエンザ（H5Nりの迅速な検査体  

制を確保するために、連携方法を明らかにしている必要がある。また国立感染  

症研究所との連携や研修を積極的に利用し、担当者のレベルアップを図る。  

（5）他の都道府県等、国、WHO等との適切な情報共有  

調査主体は調査中においても、必要に応じ、関係する他の都道府県等や国状   

況や知見等の情報を共有する。特に、ヒトーヒトの感染拡大が懸念される場合に   

は、情報の確定を待たず、直ちに、画等と連携を図ることが重要である  

（6）調査結果の公表  

都道府県等衛生部局は、調査中においても、中間結果や集団発生の対応策  
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について、その情報を知ることが必要である者（住民、臥マスコミ等）に対して随   

時適切な情報提供を行う必要がある。分析結果に基づき、地域内等での感染拡   

大に寄与した要因について考察を行い、それぞれの地域における感染拡大防止   

策に反映させる。最終の事例報告については、将来的に起こる可能性がある流   

行について、事前に対処できる推奨策を、提言することも重要となる。  

（7）調査幕等の統一  

インフルエンザ（H5Nりの感染経路、潜伏期聞等から考えると、感染の拡大が   

急速に、広域に進む可能性もある。そのため、調査実施主体が複数の都道府県   

等にわたることも考慮に入れて、調査票、入力ファイルの統一化によってスムー   

ズな情報共有を囲っていくべきである（様式参照）．  

また1Tを活用した調査データベース構築も行われており、厚生労働省結核感   

染症課にて「感染症サーベイランスシステム（NEStD）疑い症例調査支援システ   

ム」が利用される予定である。  

2積極的疫学調査の具体的な目標と方法  

（1）積極的疫学調査の具体的な目標  

WHO／くンデミックフェーズではフェーズ3（ヒトへの新しい亜型のインフルエン   
ザ感染が確認されているが、ヒトからヒトヘの感染は基本的にはなく、ヒトーヒト感   

染による感染の拡大はみられない）であるとしている。  

フェーズ3における積極的疫学調査の主目的は、インフルエンザ（H5Nl）の   

制圧と、加えて将来／くンデミックに繋がりうる様なヒトに高い感染性をもつ新たな   

インフルエンザウイルスの感染例を早期に発見し、確実に感染の拡大を防止する   

事である。すなわち、フェーズ3に続く新型インフルエンザ（フェーズ4以降）の発   

生を予防することによって、世界的なインフルエンザパンデミック（バンデミックフェ   

ーズ6）の発生を未然に防ぐことに主眼を置いている。今後フェーズが更に進行し   

た際の疫学調査についても、新たなガイドラインを作成し、本ガイドラインに付加   

していく必要がある。   

積極的疫学調査の具体的な日標は以下の5つに大別される。  

ア インフルエンザ（H5Nl）発生地域における当該インフルエンザウイルスの  

ヒトへの感染例の早期発見と患者（疑似症患者を含む）への迅速な治療  

開始による感染拡大防止  

イ インフルエンザ（H5Nりの感染源・感染経路・感染危険因子の特定  

ウ インフルエンザ（H5Nl）のヒトヘの感染リスクの評価  

工 感染の硯状についての情報提供  

オ ヒトヒト感染の伝播および拡大防止  

（Z）調査のための具体的な準備  

ア 本調査担当者は、各都道府県等衛生部局において、他の日常業務等を  

通じて基本的な疫学調査手法に関する相当の知誰を有している者の中  

から選任される。  

イ 基本的な感染予防対策として、標準予防策、飛沫感染予防集、接触感  

染予防策、飛沫核感染（空気感染）予防策等の感染防御（具体的には手  

洗い、適切な手袋、マスク、ガウン、防御眼鏡等の装着）に関する十分な  

トレーニングを実施したうえで調査に鹿む体制を確保する。  

り 調査担当者は、個人防護臭（personalprotectiveequipment，PPE）装着  

の訓練を受け、必要なときにはいつでも装着可能でなければならない。  

エ 調査のストレスの大きさに鑑み、予め調査者の精神面をサポートする体  

制も必要である。  

オ 調査担当者は、当該患者との接触については、直接の面談はマスク等  

の防御手段を取った上で必要最小限のものとする。  

力 都道府県等衛生部局は、調査担当者が発病者や感染した鳥に防御不  

十分な状態で曝露した場合は、高危険接触者としてその後の10日間健  

康状態を観察する。万が一、調査担当者に38℃以上の高熱、急性呼吸  

器症状等健康状態に異常が発見された場合、直ちに保健所等閑係機関  

に必要な連絡を行い、感染症特定病院の受診あるいは自己の行動制限  

などについて必要な協議を行う。さらに、抗インフルエンザ薬を（リン酸オ  

セルタミビル（商品名：タミフル）フ5mgカプセルを1日2回（5日間分））を  

備蓄し、インフルエンザ（H5Nl）発症後速やかに服薬を開始する。報告  

を受けた保健所は発症した調査担当者を要観察例として、観察・治療の  

ため感染症指定医療機関へ搬送し、遺伝子検査のために地方衛生研究  

所へ患者検体を搬入する（詳細については後述）。  
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（3）接触者調査とその対応  

インフルエンザ（H5Nl）に感染している鳥およぴヒトとの接触者に対する調査   

および主な対応については以下の通りである。  

ア接触者のリストアップ：  

定義されている高危険接触者（後述）を確実にリストアップする。低危険接触   

者（後述）についても、感染の危険性を考慮に入れ、必要と判断されるレベルよ   

でをリストアップする。  

イリストアップされた捷触者の健康状態把握及び追跡（健康観察）：  

インフルエンザ（H5Nl）の潜伏期間は2－8日間とされており、インフルエン   

ザ（H5Nl）の曝露畿の観察期間を10日間とする。  

リストアップされた接触者については、任意で感染した鳥やヒト等との接触状   

況に関する問診を十分に行い、観察開始日より接触終了後10日間（最終曝露   

日を0日として10日日まで）に至るまで毎日の健康観察を実施する。調査担当   

者は「インフルエンザ接触者調査票（添付り」に調査対象者となる接触者の情   

報を貫己録するが、調査対象者には予め「体温記録用紙（添付2）」を漉しておき、   

自己記録もしくは家族による記録を依頼する。接触が多く感染しているリスクが   

高いと認識される者の場合には、保健所等からの面接や毎日の電話連絡によ   

る健康状態の把握等、直接の情報収集を行う（アクティブ・サーベイランス）。  

ウリストアツプされた接触者の受診の基準：  

リストアップされた接触者について、出来るだけ自主的に自宅で待機させ、外   

出時にはできる限りマスクを着用するように指導を行う。また、観察期間中に「3   

8度以上の克則、「咳、療、呼吸困難等の急性呼吸器症状」が認められた場合   

には、直ちに保健所へ連絡して相談するように予め説明しておく．保健所は必   

要と判断した場合は速やかに感染症指定医療機関等の受診（保健所は、地域   

においてインフルエンザ（H5Nl）の発症を疑わせる患者の診断・加療を行う医   

療機関をあらかじめ連携しておく必要がある）を指示する。なお、発熱について   

は重責な指標であり、特に成人例で濃厚な接触歴が明白であり、速やかな医療   

機関受診が望まれる場合には、「37．5度以上の発熱」でも受診を考慮すべきで   

ある。  

エ 有症状時の行動について：  

上記（ウ）に該当する者は、公共の場所での活動を可能な限り避けるように予   

め指導しておく。速やかに保健所へ連絡し、その指示のもとに感染症指定医虎   

機関など医療機関受診等の行動をとる。  

3 積極的疫学調査の分類及び概要  

（ヒトがインフルエンザ（H5Nl）を発病した可能性がある場合）  

ヒトが国内でインフルエンザ（H5Nl）を発病した可能性がある場合：（図Ⅴ－1参   

照）  

（1）アウトブレイク調査  

ア 症例調査（愚者調査）   

一般医療機関から保健所にインフル羊ンザ（H5Nり感染の要観察例の連絡が  

あった場合、保健所（及び都道府県等衛生部局は）は、患者を感染症指定医療機  

関へ移送し、患者検体を地方衛生研究所へ搬入する。保健所は当該医療機関及  

び当該患者に対して、任意に臨床症状、渡航歴、鳥・接触歴等行動歴等を調査す  

る。   

当該患者・医療機関から得られた情報から症例定義に基づいて当該患者が  

要観察例であるか青かを判定する。要観察例と判定された場合は、速やかに患  

者検体を地方衛生研究所に搬入し、インフルエンザ（H5Nl）の血清亜型H引こつ  

いての遺伝子検査の実施を依頼する（このために、地方の衛生研究所を中心に、  

インフルエンザ（H5Nりの迅速な検査体制を確保しておくべきである）。症例調査  

は患者調査票（添付3）を用いて行う。検査により血清亜型H5が検出され、インフ  

ルエンザ（H5Nl）の疑似症患者と診断される場合は、感染症法に基づき、積極的  

疫学調査に切り替え、詳細な症例調査を実施すると共に、得られた情報をNESI  

Dデータベース（サーベイランスガイドライン参照）に入力して症例の登録を行うと  

共に、以下の患者行動調査、症例さかのぼり鞠査を速やかに実行する。   

フェーズ3におけるインフルエンザ（H5Nl）発病者からのヒトヘの感染効率は  

高くはないが、調査対象となっている当該患者が保有しているウイルスがどのよ  

うな性質をもつものであるかは不明であり、最大限のリスクを考慮する。  
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Ⅴ 積極的疫学諏査ガイドライン  
Ⅴ 積極的疫学調査力イドライン   

ア 接触者調査は、フェーズ3におけるインフルエンザ（H5Nりの拡大阻止及び  

早期封じ込めにとって極めて重要である。   

イ 初期調査の迅速性はインフルエンザ（H5Nl）の感染拡大防止には極めて重  

要である。   

り 濃厚な接触による大量の病原体曝露が起これば、感染・発症の可能性は  

上昇する。   

エ 接触者とは、インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）が発症した  

日の2日（購時間）前より、解熱した日を0日目として解熱後10日日まで  

（発症者が12歳以下の場合は発症した日を0日目として発症後21日目ま  

で）に接触した看である。   

オ インフルエンザウイルスの主な感染経路は飛沫感染であるが、接触感染の  

経路もあり、また特殊な条件下では空気感染（飛沫核感染）もあり得るとい  

われている。  

（8）接触者の定義   

ア 嘉危険接触者（濃厚接触者）  

「高危険接触者とはインフルエンザ（H5Nり患者（疑似症患者を含む）との濃厚接   

触者をいう。   

高危険接触者と判明した者に対しては可能な限り速やかに調査を実施しなけれ   

ばならない。以下の定弓削こ従って接触者のリストアップを行い、リストアップされた   

者については、1日2回の検温を、患者との最終の接触があった日より、接触終   

了後10日間（最終曝露日を0日としてより10日目が終了するまで）に至るまで確   

実に行う（添付1．インフルエンザ（H5Nl）接触者調査票∴添付2．体温記録用   

錐）。  

i世帯内接触者  

患者と同一住所に居住する者全員とする。  

ii医療関係者  

患者の診察、処置、搬送等にマスク着用、手洗い等の防護策なしに直接携わ   

った医療関係者や搬送担当者，  

イ症例行動調査   

疫学調査員は、症例行動調査票（添付4）に基づき、患者の行動及びその間  

の接触者に関する詳細な聞き取りを行う。基本的には患者（疑似症患者を含む）  

に対して調査を実行するが、患者と明確な接触歴がある接触者に対しても必要と  

判断される場合は調査を行う。接触者に対する調査は、妾観察例の発症48時間  

前から医療機関収容直後までの行動の詳細について調査を行う。本調査は、後  

に続く接触者調査の根幹をなすものであり、極めて重要である。  

り 症例さかのぼり調査   

都道府県等は患者調査により、当該患者が国外で感染伝播したと判断される  

場合には、その旨を速やかに厚生労働省（結核感染症課）へ届出を行う。患者の  

渡航歴その他の情報より国内での感染伝播の可能性が高い場合には、感染源  

の特定を目的として症例さかのぽり調査を実施する。  

i感染源報告済み   

症例さかのぽり調査の結果として、感染源となっている鳥（もしくは他の動物）   

やあるいは患者が既に報告済みの場合には、その接触者調査の内容について   

検証する。  

ii感染源未特定   

これまで鳥インフルエンザ発生と特定されていない鳥（もしくは他の動物）やあ  

るいは患者からの感染の可能性が示唆される場合には、感染源となった可能性  

のある対象に対する調査、及び当該物（あるいは者）の接触者調査を迅速に検   

討、実施する。  

エ積極的症例探査（A¢tiveGaS8伽dings）   

患者（疑似症患者を含む）が複数、多地域から出ている場合には、周辺部道府  

県等から全国レベルにおいての積極的症例探査を開始する。  

（2）接触者調査   

本調査はフェーズ3でのインフルエンザ（H5Nり患者に関する接触者調査であり、  

以下の点に留意する。  
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Ⅴ 槙極的疫学調査ガイドライン  
Ⅴ 積極的疫学調査力イドライン  

iii汚染物寅の接触者   

患者の体液（血液、唾液、噂疲、尿、便等）に、防護策なしで接触のあった者。  

具休的には手袋、手洗い等の防護策なしで患者検体を取り扱った検査従事者、   

手袋、手洗い等の防護対策なしで患者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清   

掃を行った者等。  

虹直接対面接触者   

手で触れること、会話することが可能な距牡で、患者と対面で会話や挨拶等の   

接触のあった者。接触時間は短時間でもよい。勤務先、学校、会食やパーティ   

ー、カラオケボックス等での近距離接触者等が該当する。  

イ働   

定期接触者とは「インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）との軽度  

の陣地者をいう。   

感染危険度はi、it、iiiの順であり、調査対象とするかは、／くンデミックフェー   

ズやインフルエンザ（H5Nl）患者の状況等を参考に決定する。  

混乱も予想されるため、正確な情報の発信、説明等の対策も考慮しなければ  

ならない。  

ウ インフルエンザ（H5Nl）「婁観察例」との接触者  

原則的に「要観察例」との接触者は経過確認調査の対象とはならない。「要観   

察例」に対しては可能であれば患者本人（及び家族）やあるいは医療関係者等   

への任意の状況確認調査を実施するが、同調査には接触者のリスト作成のた   

めの硯査は含まれない。しかしながら、積極的疫学調査は、その日的遂行のた   

めには迅速性を確保することが極めて重要であり、「要観凛例」が検査結果に   

よって疑似症患者になることを待って接触者調査に初めて着手することが得策   

ではない場合も多いと予想される。要観察例が患者（疑似症患者を含む）となる   

可能性が高いと判断される場合は、以下の任）～④を参考に、人権に配慮しな   

がら、患者から任意に情報提供をしてもらい、接触者のリストを作成するための   

準備を行う。  

i世帯内接触者   

患者と同一住所に居住する者全島、もしくは当該時期に当該住所等の同一室   

内で比較的長時間（1時間以上）を過ごした訪問者。  

門医療関係者   

患者の診察、処置、搬送等にマスク着用、手洗い等の防護対策なしに直接携   

わった医療関係者や搬送担当者。  

iii汚染物其の接触者  

患者の体液（血液、唾液、喀痍、尿、便等）に、防護装備なしで接触のあった   

者。具体的には手袋、手洗い等の防護対策なしで患者検体を取り扱った検査従   

事者、手袋、手洗い等の防護対策なしで患者の使用したトイレ、洗面所、痩具等   

の清掃を行った者等。  

打直接対面捷触着   

手で触れること、会話することが可能な距離で、上記患者と対面で会話や挨拶   

等の接触のあった者。接触時間は短時間でもよい。勤務先、学校、会食やパー   

i直接対面接触者のうち、（ア）一山の定義を満たさない（すなわち職場や会食な   

どで顔を合わせていても、有症状期間中の患者との距離は2m以上）者。  

ii閉鎖空間の共有者（近距離）   

t比較的閉鎖された空間において、1mないし2mの距挺で空間を共有した  

。  

→乗用車、′くス、列車、航空機等の交通機関内や、ホテル、レストラン、映   

画館、ホール等でのお互いに顕見知りではない近距離接触者がこれにあた  

る。  

iii閉鎖空間の共有者（近距離以外）  

・比較的閉鎖された空間におしiて、2m以上の距離で空間を共有した者。  

注：ii、iiiは通常の疫学調査では接触者の特定は困難であり、調査には交通機   

関の運営者（航空会社や鉄道会社等）やマスコミ等の協力が必要となる場合   

が想定される。同時に、不正確な情報に基づいた′ヒックや風評被害による  

者  
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ティー、カラオケボックス等での近距離接触者等が該当する。  
図Ⅴ－1フェーズ3インフルエンザ（H5Nl）ヒト発生例における保健所の対応  

インフルエンザ様症状の患者  

（4）被害の最小化・感染拡大速度の遅延のための感染拡大防止策  

ア隔離・自宅待機   

患者（疑似症患者を含む）については、個室（陰圧量もしくは独立空調皇   

が勧められる）において隔離を行う。フェーズ3においては、要観察例及び   

接触者については自宅待機をお願いし、人混みに行くことをさけ、外出時な   

どマスク着用を依頼する。  

イ 接触者の治療   

フェーズ3では、追跡調査により発熱等の症状が認められた場合には、即   

座に感染症指定医療機関にて、患者検体の採取によって、インフルエンザ  

（H5Nl）の感染の有無を確認し、疑似症患者あるいは患者（確定例）であ   

れば、治療を行う。・  

榛査陰性の場合  
－二∵保蛙指導を行う  

接触者調査  
・接触後10日間の追跡調査  

（健康観零）  

・有症状者の受診勧奨  
・観察期間中の行動に関する  
指導  

アウトブレイク規模の評価  

・感染性の評価  

■感染拡大防止策の検討   

検勢こ担頼細否定  
入院措置など中止  
積極由疫学調査中止  

国立感染症研究所  
ウイルス第三部検査にて  
H5Nl診断確定  
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インフルエンザ（H5Nl）接触者調査票（接触者モニタリング用紙）  

1．調査担当保健所・保健（福祉）センター  調査者氏名  

柵 頸  
世  

（  

p ヽ＿′  

蛸 せ   
帯  田  唇  々＼  帯  へ  帯  へ  帯  やl  扉  へ  霹  々＼  唇  田  靂  々＼  願  へ  苛  田   

出  
≠  

淀 瑚  

蕃  
聖コ  Ⅱ1   旺l   ロコ   Ⅲ   Ⅱl   口   m   □】   ロコ   旺l   江【  
盤邦   Cl   ロ   N   の   寸   四   （D   ト   0：I   の   t⊃ ▼‾   

哨  

［ロ 旺  巳   巳   巳   ロ   ロ   巳   ロ   ロ   巳   ロ   ＼   
：  

邸
歯
 
 
Ⅲ
 
 

2．接触者番号：  

3．接触患者発生届受理番号：  4．患者居住地保健所・保健センター：  

町
 
 
廿
 
 

‥
悪
口
書
出
盤
♯
Q
刃
（
細
亜
J
O
）
亜
亜
 
 

も
 
∧
 
r
■
 
 

哺
紬
羽
風
 
 

J
四
日
 
壁
唆
冊
 
 
 

14．患者もしくは息畜との接触状況（調査日から7日前まで）日付および場所、接触内容を記載する  

朴
 
＝
 
中
 
和
 
重
 
要
 
 

15．息者（息畜）との最終接触日時：  年  月  日  時頃  

16．□高□低□要観秦例□感染防護有り  ←咳当する項目を店する  

接触者の調査時の状態（17．調査日時  年  月  日  時）  

1乱発熱□有：（発熱  ℃）・□無  

19．呼吸器症状□有＝咽頭痛・咳骸・呼吸困難・低酸素症・その他（  ）□無  

21．消化器症状□有：下痢・嘔吐・腹痛・その他（  ）ロ無  

20．発熱・呼吸器症状以外の症状口有：頭痛・筋肉痛・関節痛・全身倦怠感   

その他の症状（  ）［コ無  

検査所見二血算（月 日）：白血球   赤血球  血／ト板   その他（  

インフルエンザ抗原検査（月 日）：陽性（A型・B型・AB不明）・ 陰性・未実施  

胸部レントゲン（月 日）：《所見》  

ウイルス分離・同定（月 日）（検体材料：  ）：陽性（監型：   ）■ 陰性・検査中  

RT－PCR検査（月 日）：陽性（亜型：  ）・陰性・検査中・未実施  

血清抗体価（月 日）検査法（   ）（亜型： ）：抗体価（ ）倍・検査中・未実施  

§太枠内は必須．検査所見に関して吼判っていれば記載のこと．  

－61－  



∨ †「■†望mlま宣宣苧岩層EノJl 「フ1ノ  Y  ↑貝髄巳ロリ電〉iナ丘帽旦ノJll 一′l一′  

添 付 3  

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症を含む）・要観察例 患者調査票  

※ロ欄の場合、該当する項目を屈すること  

1．調査担当保健所・保健（福祉）センター（  ） 2．調査年月日（ 年 月  日）  

添 付 2  

≪  体温記録用紙  ≫  

ほぼ感染はなく、もち  ＊ 接触があった日から一日間、38圧以上の   
ろん他への感染力もないと思われます。  

＊気になる症状が現れたときには、速やかに最寄りの保健所（センター）にご連絡下さい（☆〉。  
＊なお無症状であり、かつく☆）を確実にお守りいただけるという同意のもとで・多くの方について、この期間も通   

常通りの生活が可能です。しかし不急不要な外出等は控えていただき、注意深くご自身の健康チェックを行つ  
調査者氏名  4．感染症発生届受理N0．   

5．届出医療機関名  6．主治医名  

氏名  住所  携帯  
丁．届出医療機関所在地  8．¶：L  （  ）  

接触日より  日   測定時間   体温（℃）   他呼吸器等症状等  備考欄（行先等）   

H年  
按触日  

月日   

接触後 1日  月 日  
朝  

日  タ  

接触後   月 日   
朝  

2日目  タ  

接触後 3日  月 日   
朝  

巨  夕  

接触後   月 日   
朝  

4日目  夕  

接触後 5  月 日   
朝  

日目  タ ：  

接触後 6  月 日   
朝  

日目  夕  

接触後   月 日   
朝 ：  

7日ヨ  夕  

．接触後    月 日   
朝  

即日目  夕  

朝  
接触後 9  月 日  

日a  夕  

接触後 10  月  日   
朝  

日員  タ  

平成（西暦  ）年 月 日・ 
9．届出受理日  18．受理貞治体  （掛針府螺帝）  

（  時  分）  

什受理保健所  保健所（センター）12．受理春名  

13．患者氏名  14．性別．男・女・15．生年月日  年 月 日生（ 鐘）  

16．職業業種（注1）  
注1）職業・集積：保育園、幼稚臥学校などの所属繊毛等．やや＃袖に記入すること．  

1丁．勤務先名・所在地  用．TモL  （ ）  

19．自宅住所  20．T亡L  （ ）  

21．受理日現在の  □届出医療機関  □自宅   口勤務先・学校  

患者所在地  □その他（  ） ロ不明  
22．T∈L  （ ）  

24．保護者氏名（注2）  

注2）良枝者氏か住所：早出患者が乗成竜の場合  

23．同居者  
25．保縫着任所  

日
即
即
即
別
封
即
即
日
 
 

月
月
月
月
月
月
月
月
月
 
 

年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
年
 
 

（
 
 
（
 
 
 

（
 
 

ロ28．38鹿以上の発熱  

□27．咳  

ロ28．咽頭痛  

ロ29．息苦しさ、呼吸困難感  

症状発現日  ⊂ほ札下痢  

□3l．全身倦怠感  

ロ32．意識混濁  

□33．その他1（  

□3ヰ．その他2（  
問い合わせ・返信先  

保健所・保健（福祉）センター名  38．初診年月日  35．発病年月日（原則発熱開始日）  年   
住  所  

電 話  担当者名  

－64－   一63一  



V 債櫻刑覚荘子こ網王■ノ」－1llノーlノ  Ⅴ 積極的疫学雷局査ガイドライン  

38．感染推貸日  年 月  日  時  汎診断日  年 月 日  時  
検査項目   検査場もしくは所見   検車日  

肺炎像（□有□無）■  
65．胸部X線  

く所見）   

年  月  日  

66．胸部OT   
肺炎像（口有口無）  

く所見I   

年  月  日  

検 査 籍 果                                 67．白血球数   ／〟Ⅰ   年  凰  日  

68．リンパ球   ％（  ／小）   年  月  日  

69．血小板数   ／〟l   年  月  日  

TO．CRP   mg／dt   年  月  日  

丁†．その他  年  月  日  

40．死亡日  年 月  日  時  3g．退院日  年  月  日  時  

感染源のインフルエンザ診噺（ヒトの場合のみ）  最終接触日   接触状況．  

要観察例・疑似症1確定・不明  41．疑われる  

感染源   宴観察例・疑似症・確定・不明  

要観察例・疑似症・確定・不明  

新型（or鳥）インフルエ  

ンザの発生が報告され  

ている地域・都市名へ  

の立ち入りおよび滞在  

歴（今後の発症地域に  

より、右‡己地域は随時  

変更される）  

□42日本四内（地域：  ）  

□仏インドネシア  丑滞在期間  年 月  日一  年 月  日  

口車Lベトナム  ヰ臥同行者 （ ）名  

側．旅行会社名（  

50．利用交通機関（飛行機等）  

（  

51」牲往歴  

弘供血歴（症状出現前丁日以内） ロ無  口有： 供血日 毎 月 日  供血場所  

∬．農蕃移植歴（症状出現前7日以内）□無  口有（ロドナーロレシピエント）  手術日 年 月 日  

医療機関  

54．現病歴  

58．タミフル内服の有無 □有 口無  服薬開始日  

治療薬  

57．他の抗インフル工ンザウイルス薬 口有 口無  服薬開始日  

58．他の主な薬剤（  

59・（入院）医療機朋名  61・入院の袖 口有 □無 口不明  
弧主治医名（  ）  

6乙（入院）医療検閲所在地  83．TEL  （）  

年 月  日一  年 月  日）  
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インフルエンザ以外の病原体検査結果   

アデノウイルス抗原   82． ＋・－・ 未実施   年  月  日   

RSウイルス抗原   83． ●・－ ■ 未実施   年  月  日   

その他   8l．   年  月  日  

85   年  月  日   

T
ふ
Å
中
華
吐
・
忘
寧
堕
要
せ
他
 
 

‖
m
岩
礁
積
雲
 
 

山
 
 
町
 
 
せ
 
 

インフルエンザウイルス特異的検査結果   

抗原検査  86・□陽性（A聖・B型・鳩不明）  
年 月 日   

（迅速検査）  ・□陰性・□検査未実施  

検体材料  検体採取巳   結果制定日   結果   検査実崩億蘭   

H5陽性・H5陰性・検査中  
年 月 日  年 月 日  

その他（  ）  

87．RT－P（〕R  
H5鴎性・H5陰性・検査中  

ロ菓施  年 月 日  年月日  
その他（  ）  

口未実施  
H5陽性・H5陰性・検ま中  

年 月 日  年 月 日   その他（  
）  

H5陽性・H5陰性・検査中  
88，RT－LAMP  年 月 日  年 月 日   その他（  

）  

口実施  
H5陽性・H5陰性・検査中  

口未実施  年 月 日   年 月 日  
その他（  ）  

89．ウイルス分離  
年 月 日  年 月 日  

同定  

口実施  
年 月 日  年 月 日  

ロ未実施  

検査法  検体採取日   結果判定日   結果   検査実施施設  

90．血清抗体検  
年 月 日  年 月 日  

壬  

□．実施  年 月 日  年 月 日  

□未実施  
年 月 日  年 月 日  

引∴追加・その他  検査法  検体採取日   結果判定日   結果   検査実施應戯  

悶
 
悶
 
 

｛
Y
串
竪
琴
寧
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崇
エ
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】
闊
咄
押
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〔
 
 

｝
 
 

l
 
皿
 
 
町
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‥
曙
相
聞
剛
嘩
朝
絨
相
磯
 
 

※ロ欄の場合、該当する項目を8すること   



インフルエンザくH5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅱ  

患者先生届受理雇号：  点者氏名〔  〕  

発症者の行動と接触状況   接触者（氏名・年齢・性別・   梓触香住所   接触者遵格先   
先丘日  月日  時間  所在地．滞在先、施設名          より    （住所、連絡先、窓口等）  （2メートル以内の濃厚接触については詳胡に記載すること）  ’ 濃∬接触の有無零）  （TEし、携帯TEL専）   

【Ⅱ  
偵  

載   

＜
 
武
一
宙
巧
也
山
博
≠
m
適
】
岬
＼
し
J
 
「
．
U
て
一
．
し
 
 

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅲ  

患者発生届受理番月・：  患者氏名〔  

発症者の行動と接触状況   接触者（氏名ヰ掛性別■   接触者住所   捧拙者連絡先   舞摩日  月日  時間  所在地、滞在先、施設名          よリ    （住所、連絡先、窓口等）  （2メートル以内の濃厚捷他については詳細lこた戴すること）  濃厚接触の有無等）  （TEL携帯Tl：L等）   

m a 
▼‾  
唱  
獣   

備考：  

く
 
苅
顧
雷
鞄
Ⅶ
退
掛
辻
ぺ
「
Ⅷ
ぺ
∨
 
 
 



インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）一箪頓原例行動嗣 
名〔  】  

患者発生届受月番号：  

発症者の行動と接触状況  接触者（丘か年齢・性別・  接触者住廟   
接触者連絡先   

先住日  月日  時間  所在地、滞在先、施設名     2メ＿トル以内の濃∬接触については詳細に記戴すること）   濃厚接触の有無等）  （TEL携帯TEL等）   

tⅡ  

N  

個  
群   

備考：   

く
 
事
宙
芝
溶
明
臨
画
H
i
7
J
i
し
 
 

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅴ  

患者発生届受理番号：  
患者氏名【  〕   

発症者の行動と接触状況  接触者（氏名・年齢・性別・  接触者住所   接触者連絡先  

先度月 よリ  月日  時間  所在地、滞在先、施役名 （住所連絡先窓口等）     （2メートル以内の濃厚接鮒＝ついては鮮掛＝記載すること〉   濃厚接触の有無零）  （TE」、携帯TEし等）   

郎  
【Ⅱ  
の  
慢  
祇   

＜
 
蔚
一
階
口
凹
山
野
側
即
題
恥
卜
し
J
 
7
〓
Y
J
．
ヾ
 
 
 



インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観雇例 行動調査票Ⅵ  

患者発生届受理書号：  患者氏名【  〕   

発症者の行動と接触状況   接触者（氏名ヰ齢・性別・   接触者住所   接触者連絡先   
発症日  月日  時間  所在地滞在先、施設名          より    （任所、壬捧先、窓口等】  （2メートル以内の濃厚接触については詳細に記蝕すること）  虞＃接触の有ホ等）  （TEL、携帯TEし等）   

【Ⅱ  
寸  
唱  
載   

備考：  

く
 
 
之
一
産
⊂
ヒ
詳
仲
山
T
馴
畜
l
＼
L
．
－
一
．
1
ヽ
．
－
1
ヽ
 
 

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観葉例 行動調査票Ⅶ  
患者発生扁受理番号：  息舌氏名〔  

発症者の行動と接触状況   接触者く氏名・年齢性別・   接触者住所   接触者連絡先   彙虚白  月日  時間  所在地、滞在先、施設名          上り    く任所、連絡先、窓口零）  （2メートル以内の濃厚擁触については詳細に記載すること）  濃厚接触の有無等）  （TEL、挽帯TEL等）   

皿  
lP  

噌  
＃   

併考：  

く
 
蔚
蘭
写
絡
Ⅶ
出
悼
u
q
ヽ
「
u
ぺ
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インフルエンザくH5‘Nl）患者（疑似症患者を含む）・事観察例 行動調査票Ⅶ  
患者氏名〔  

患者発生届受理番号：  

発症者の行軌と捷触状況  接触者（氏名ヰ齢・性別・  接触者住所   
接触者連絡先   

発症日  月日  時間  所在地、滞在先、施設名    窓口等）     （2メートル以内の濃几接触については詳細に記粧すること）   濃厚捷触の有無等）  （TEL、携帯TEL等）   

血  
く8  

偵  
樺ミ   

備考：   

く
 
創
芸
還
詰
砺
準
町
早
二
㍍
エ
〕
 
 

インフルエンザ（H5Nl）患者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票Ⅸ  
患者氏名【  

患者発生届受理季号：   

発症者の行動と接触状況   捷触書く氏名・年齢・性別・   接触者住所   接触者連濁先  

舞症日 より  月日  時間  所在地滞在先、施設名  （TEL、携帯TEL等）  

【Ⅱ  
卜  

ポ   

備考：  

く
 
茹
蘭
穿
洛
Ⅶ
琶
晰
辻
ぺ
T
U
l
ぺ
ヾ
 
 
 



インフルエンザ（H5Nl）点者（疑似症患者を含む）・要観察例 行動調査票（  ）  

患者氏名【  患者発生届受理番号 芯唱叫¶L   

発症者の行動と捜触状況   接触者（氏名・年齢・性別・   接触者住所   接触者連絡先   
発症8  月日  時間  所在地滞在先 施設名          より    （住所、連絶先、窓口等）  （2メートル以内の濃厚権触については詳細に記載すること）  濃厚接地の有無専）  （TEし、携帯TEL等）   

【Ⅱ  
〈  

月  

日  
唱  
吠  

庸  

＜
 
斎
藤
彗
】
挿
明
朗
胡
】
陣
u
u
⊥
 
7
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U
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